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維持管理・保守点検・修繕
申請等受付・調整・通知等

周知・広報
災害対応

申請等受付・伝票処理
修繕⼯事設備の交換及び改修の⼯事等

館内点検、維持管理、修繕
優先利⽤・減免に係る連絡・調整
施設利⽤⽅法等の周知（情報発信）
防⽕管理及び災害対策
簡易印刷機・複写機貸出し

活動種別活動名 2⽉ 3⽉6⽉

活動時期

申請等受付
申請等受付・伝票処理
相談・問合せ対応
維持管理・保守点検・修繕

11
⽉

12
⽉

1⽉7⽉

事務事業概要書

事業概要

 ⻘少年活動を促進し、その健全な育成を図るため、安全で利⽤しやすい施設であるよう
適正な管理及び運営を⾏います。
 貸館事業については、11の室を貸し出します。その他、空き室の有効利⽤として学習
室、⾳楽室、トレーニング室を個⼈へ開放します。貸室利⽤には団体登録等が必要となる
ため、登録申請を受け付け、予約⽅法、利⽤⽅法を案内します。
 管理事業については、機械警備、清掃、法定点検等の管理業務を委託します。定期点検
を⾏うとともに、常時、施設内外を巡回し、維持・管理を⾏います。また、設備の交換及
び改修の⼯事等を⾏い、法律に基づく適正処理及び経年劣化の不良等の改善等による施設
の強靭化を図ります。

事務事業名

利⽤団体登録申請受付
施設貸し出し及び使⽤料管理
利⽤登録・施設予約・利⽤相談
維持管理（機械警備、清掃、法定点検）

8⽉ 9⽉
10
⽉

4⽉ 5⽉

⻘少年会館の運営管理
部名 課かい名 ⻘少年課⻘少年会館教育推進部



根拠法令
抜粋

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
 （その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等）
 第⼗四条 保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物（⾼濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄
物を除く。以下この条及び次条において同じ。）の処理の体制の整備の状況その他の事情
を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を⾃ら処分し、⼜は処
分を他⼈に委託しなければならない。
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施⾏令
 （その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間）
 第七条 法第⼗四条の政令で定める期間は、法の施⾏の⽇から令和九年三⽉三⼗⼀⽇ま
でとする。

・電気事業法
(報告の徴収)
第百六条
 ６ 経済産業⼤⾂は、第⼀項の規定によるもののほか、この法律の施⾏に必要な限度に
おいて、政令で定めるところにより、⾃家⽤電気⼯作物を設置する者、⾃家⽤電気⼯作物
の保守点検を⾏つた事業者⼜は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告⼜は資料
の提出をさせることができる。
・電気関係報告規則
（ポリ塩化ビフェニル含有電気⼯作物に関する届出）
第四条の⼆ ポリ塩化ビフェニル含有電気⼯作物を現に設置している⼜は予備として有し
ている者（以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有電気⼯作物設置者等」とい
う。）は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄
に掲げる期限までに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気⼯作物を設置している⼜は予備と
して有している場所を管轄する産業保安監督部⻑（次項において「管轄産業保安監督部
⻑」という。）へ届け出なければならない。

法的
実施根拠

あり
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事業の振り返り、検証、結果報告書作成 事務作業全般
講師謝礼⽀払 伝票処理・契約事務
次年度事業計画 検討

参加者募集（チラシ作成等広報活動） 周知・広報
参加受付 申請等受付
事業実施（講座開催等） 市⺠等向け研修・講座

事業に係る物品等購⼊ 事務作業全般

9⽉
10
⽉

11
⽉

事業の企画、開催要領作成 検討
講師選定、⽇程調整、会場確保 検討

事業概要

 ⻘少年の健全育成のため、余暇活動推進の⼀環として「居場所づくり」・「多様な体験
活動と学習の機会の提供」を⽬的とした⾃主事業を次の事業別に実施します。
 

【⾃主事業内訳】
 １．⻘少年事業
 ２．⼦ども事業
 ３．親⼦事業
 ４．交流事業
 ５．開放事業

活動名 活動種別

活動時期

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 3⽉
12
⽉

1⽉ 2⽉

事務事業名 ⻘少年会館の⾃主事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 ⻘少年課⻘少年会館



法的
実施根拠

根拠法令
抜粋


